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　2022年4月1日、成年年齢が20歳から18歳に引

き下げられた。

　成年年齢の引下げと消費者教育については、本誌

2019年8月号において当会の北原尚会員と私が共同

で執筆しているので割愛させていただき、本稿では、

この間の18歳、19歳の被害実態を踏まえ、今般の消

費者契約法の改正が社会の要請に十分応えたものと

は言い難く、今こそ包括的ないわゆるつけ込み型不当

勧誘取消権の新設をすべき点を述べる。

1　成年年齢引下げ後の18歳、19歳の
被害実態

　2023年5月31日、独立行政法人国民生活センター

は、「18歳・19歳の消費者トラブルの状況─成年年

齢引下げから1年─」と題する報告書を公表した。

　図表は、商品・役務等別相談件数（契約当事者

18歳・19歳）のうち上位20位をまとめたものの一部

である＊1。

　美容・医療に関する相談や金銭を稼得することを謳

ったサービスに関する相談が増加しており、こと「脱

毛エステ」については、特定事業者の倒産や返金遅延

トラブルに関する相談等が多かったと報告されている。

　すでに10代に限定した二重術を案内する美容クリ

ニックが出現している等、今後18歳・19歳をターゲ

ットにした商品戦略を打ってくる事業者はますます増

えていくものと考えられる。

2　成年年齢引下げの課題に対する
附帯決議

　ところで、成年年齢が20歳から18歳に引き下げら

れることに伴い、消費者被害が増加することについて

は従来懸念点とされてきた。

　すなわち、民法の成年年齢引下げについての2009年

10月の法制審議会は、「成年年齢を18歳に引き下げ

るのが適当である。ただし、現時点で引下げを行うと、

消費者被害の拡大など様々な問題が生じるおそれがあ

るため、引下げの法整備を行うには、若年者の自立を

促すような施策や消費者被害の拡大のおそれ等の問題

点の解決に資する施策が実現されることが必要である。

民法の定める成年年齢を18歳に引き下げる法整備を

行う具体的時期については、関係施策の効果等の若

年者を中心とする国民への浸透の程度やそれについて

の国民の意識を踏まえた、国会の判断に委ねるのが相

当である。」との意見を法務大臣に答申している。

　また改正にかかる審議過程においても、衆参の法

務委員会において複数の国会議員から消費者被害の

拡大が懸念される趣旨の答弁が繰り返しなされ、その

結果、参議院において、下記内容の附帯決議が採択

された。

第11回 成年年齢引下げの際に残された課題と
求めるべき消費者契約法のありかた

消費者問題特別委員会副委員長　髙田 一宏（67 期）

消費者問題特別委員会連載

消費者問題の最前線

＊1：出典：独立行政法人国民生活センター「18歳・19歳の消費者トラブルの状況─成年年齢引下げから1年─」
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20230531_1.pdf

表1　契約当事者が18歳・19歳の商品・役務等別相談件数〔上位20位〕
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○附帯決議（2018年6月12日）の内容

3　今こそ「つけ込み型不当勧誘取消権」
の導入を

⑴　附帯決議を受け、成年年齢引下げに伴う弊害防

止のための直裁的な施策は、まさにつけ込み型不

当勧誘取消権を消費者契約法に新設することであ

った。この取消権は、もともと2018年の消費者契

約法改正の際にも、衆参それぞれの消費者問題に

関する特別委員会において附帯決議が採択されて

おり、いわば二重の附帯決議を受けた消費者庁は、

「消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研

究会」を開催し、消費者被害実態の類型的整理、

実効性・合理性を持った法規範の在り方等につい

て、法制的・法技術的な観点から検討がなされた。

この研究会では、2019年2月から9月まで全9回

実施され、消費者団体、弁護士会、経済団体等の

関係団代からヒアリングを行い、いわゆるつけ込み

型不当勧誘取消権の新設のみならず、消費者契約

法9条1号における「平均的な損害の額」を法律

上推定する規定等、消費者の立証負担の軽減及び

不当条項の類型の追加等両院の附帯決議において

指摘された内容について検討のうえ、報告書が取

りまとめられた＊2。

⑵　この報告書を踏まえ、実効性の確保や実務への

影響の観点を考慮し、さらなる検討を要するとのこ

とで、2019年12月から2021年9月までの間、消費

者庁において、「消費者契約に関する検討会」が開

催され、同月、報告書（以下「2021年報告書」と

いう）＊3が取りまとめられた。

⑶　2021年 報 告 書では、 取 消 権に限 ってみても、

2018年改正で、いわゆる困惑類型として追加された

6つの行為（現行消費者契約法4条3項5号ないし

10号）について脱法的な行為にどのような対応をす

べきかといった内容や消費者の心理状態や判断力不

足に着目した取消権の新設についても踏み込んだ議

論がなされ、これを踏まえた提案内容となっている。

　　しかし、2022年の消費者契約法改正（2023年

6月1日施行）では、勧誘をすることを告げずに退去

困難な場所へ同行し勧誘した場合（消費者契約法

4条3項3号）や威迫する言動を交え、相談の連絡を

妨害した場合（同4号）、契約前に目的物の現状を

変更し、原状回復を著しく困難にした場合（同9号）

について新たに困惑類型取消権が認められたものの、

いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権の新設はもちろ

ん、困惑類型の脱法防止規定や心理状態に着目し

た取消権、判断力不足に着目した取消権のいずれも

盛り込まれていない。

　　事業者が知ることができたものに限り、消費者の

知識・経験に加え、年齢・心身の状態も総合的に

考慮した勧誘時の情報提供努力義務（同3条1項

2号）や解除権行使についての情報提供努力義務

（同3条1項4号）も導入されたが、いずれも努力義務

であるし、包括的な民事ルールとしての役割を全う

するためにも取消権を付与する形で議論を前進させ

るべきであった。参議院の附帯決議が与えた猶予は

とっくに過ぎている。消費者法制度のパラダイム

シフトに関する専門調査会での議論にも期待しつつ、

今後18歳・19歳をターゲットにした商品戦略を打

ってくる事業者とのイタチごっこを避けるためにも、

今こそ包括的なつけ込み型不当勧誘取消権を消費者

契約法に盛り込むべきである。

＊2：https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/review_meeting_002/pdf/consumer_system_cms202_190912_01.pdf
＊3：https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materials/assets/consumer_system_cms101_210910_01.pdf




